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第 1回臨時会           承認第 1号 

 

 

専決処分した事件の承認について 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第 1項の規定により、次のとおり

専決処分したので同条第 3項の規定により報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和 2年 5月 13日 提出 

 

安芸高田市長  児 玉  浩    

 

 

1 専決処分の内容 

 令和元年度安芸高田市一般会計補正予算（第 6号） 

2 専決処分年月日 

 令和 2年 3月 27日 
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専決処分第 6号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 179条第 1項の規定により令和元年度安芸高

田市一般会計補正予算（第 6号）について、専決処分する。 

 

  令和 2年 3月 27日 

 

                      安芸高田市長  浜 田 一 義 

 

 

1 予算の内容 

 別紙「令和元年度安芸高田市一般会計補正予算（第 6号）」のとおり 
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（別 紙） 

 

令和元年度安芸高田市一般会計補正予算（第 6 号） 

 

 令和元年度安芸高田市の一般会計補正予算（第 6 号）は、次に定めるところ

による。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第 1 条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 23,569 千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 22,226,302 千円とする。 

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、｢第 1 表 歳入歳出予算補正｣による。 

（繰越明許費の補正） 

第 2 条 繰越明許費の変更及び追加は、「第 2 表 繰越明許費補正」による。 

 

   令和 2 年 3 月 27 日専決 

 

                 安芸高田市長  浜 田 一 義   

 

 

  

 



第１表　歳入歳出予算補正

     歳        入 (単位：千円)

款 項

15 国庫支出金 2,252,950 23,569 2,276,519

 2 国庫補助金 441,677 23,569 465,246

22,202,733 23,569 22,226,302

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 入 合 計
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     歳        出 (単位：千円)

款 項

 3 民生費 5,813,144 23,569 5,836,713

 2 児童福祉費 1,967,146 23,569 1,990,715

22,202,733 23,569 22,226,302

補 正 前 予 算 額 補 正 予 算 額 補 正 後 予 算 額

歳 出 合 計
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第　2　表　　繰　越　明　許　費　補　正

（単位：千円）

2 総務費 4 選挙費 - -
広島県議会議員補欠選
挙事業

300

3 民生費 2 児童福祉費
公立保育所管理運営
事業

2,406
公立保育所管理運営事
業

6,629

私立保育園事業 50,000 私立保育園事業 52,329

- -
放課後児童クラブ運営
事業

7,779

10 教育費 1 教育総務費
学校規模適正化推進
事業

1,925
学校規模適正化推進事
業

2,925

合　　計 54,331 合　　計 69,962

款 項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

事　　業　　名 金　額 事　　業　　名 金　額

一般会計 -6-
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 

 

 

一般会計 

 



１．総括

(歳　入)

款

15 国庫支出金 2,252,950

22,202,733

補 正 前 の 額

歳 入 合 計
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歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書 



(単位:千円) 

23,569 2,276,519

23,569 22,226,302

補 正 額 計
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（歳　出）

款

 3 民生費 5,813,144 23,569 5,836,713

22,202,733 23,569 22,226,302歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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(単位：千円)

23,569 0 0 0 0

23,569 0 0 0 0

県 支 出 金 地 方 債 そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源
一 般 財 源

国 庫 支 出 金
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２．歳入
（款） 15 国庫支出金

款

項

目

15 国庫支出金 2,252,950 23,569 2,276,519

 2 国庫補助金 441,677 23,569 465,246

 2 民生費国庫補助金 69,570 23,569 93,139

補 正 前 の 額 補 正 額 計
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（単位 ： 千円）

節   

 2 児童福祉費補助金 23,569 子ども・子育て支援交付金 16,778

保育対策総合支援事業費補助金 6,791

区 分 金 額
説 明
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３．歳出
（款）  3 民生費

款
項

目
 3 民生費 5,813,144 23,569 5,836,713 23,569 0 0 0

 2 児童福祉費 1,967,146 23,569 1,990,715 23,569 0 0 0
 2 保育所費 1,204,385 7,291 1,211,676 7,291 0 0 0

 4 児童福祉施 172,329 16,278 188,607 16,278 0 0 0
設費

国県支出金 地 方 債 そ の 他

補正前の
額

補 正 額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一般財源
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（単位 ： 千円）

節         

11 需　用　費 2,762 公立保育所管理運営費 4,962                
18 備品購入費 2,200 11 需　用　費 2,762        
19 負担金補助 2,329 消耗品費 2,762    

及び交付金 18 備品購入費 2,200        
私立保育園費 2,329                

19 負担金補助及び交付金 2,329        
○補助費（国県補助） 2,329    
　保育対策総合支援事業補助金 2,329    

11 需　用　費 1,600 子育て支援施設の運営に要する経費 16,214                
13 委　託　料 8,278 放課後児童クラブ運営費 16,214            
18 備品購入費 6,400 11 需　用　費 1,600        

消耗品費 1,600    
13 委　託　料 8,214        

○一般業務に関する委託料 8,214    
　児童クラブ指導委託料 8,214    

18 備品購入費 6,400        
子育て支援センター運営に要する経費 64                
子育て支援センター運営費 64            
13 委　託　料 64        

○一般業務に関する委託料 64    
　ファミリーサポートセンター運営委託料 64    

区 分 金 額
説 明
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